
令和７年度「公正採用選考人権啓発推進員研修」

令和７年１１月
≪青森労働局 職業安定部 職業安定課 需給調整事業室≫



１ 派遣先事業所における労働者派遣事業の業務フロー
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(２)

１‐１（１）待遇情報の提供

派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労働者が従事
する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇等に関する情報を提供しなければなりません。
（法26条第７項）
１【提供すべき情報】詳細P３参照
派遣元における派遣労働者の待遇決定方式により異なります。

２【提供時期】
労働者派遣契約の締結前に行う必要があります。

３【提供方法】
書面、ＦＡＸまたは電子メールなどで行う必要があります。

【ポイント】派遣契約の都度、締結前に情報提供が必要

派遣労働者の同一労働同一賃金
派遣元事業主は、以下の（１）【派遣先均等・均衡方式】または（２）【労使協定方式】のいずれ

かの待遇決定方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があります。

（１）【派遣先均等・均衡方式】
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式。

（２）【労使協定方式】
派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を

満たす労使協定を締結し、当該労使協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式



＊派遣先均等・均衡方式＊

＊労使協定方式＊

派遣元が「労使協定方式」または「派遣先均等・均衡方式」により派遣労働者の待遇を確保
するために、派遣先は比較対象労働者の待遇等に関する情報を提供することになるが、派遣元
の待遇決定方式によって提供すべき事項が異なる。

・教育訓練の内容（法第40条第２項）

派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、
業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する「教育訓
練」（ない場合はその旨）
・教育訓練実施の有無及び具体的な内容

・福利厚生施設の内容（法第40条第3項）
「給食施設」「休憩室」及び「更衣室」（ない場合はその旨）
・福利厚生施設それぞれの利用の機会の付与の有無及び利用時
間等の具体的な内容

・比較対象労働者を選定  
・比較対象労働者の選定理由

         ・比較対象労働者の基本給、昇級、賞与、退職手当、
各種手当ての内容及び金額

・各種休暇制度等の内容など

・教育訓練の内容
・福利厚生施設の内容

(３)

１‐１（２） 待遇情報の提供



(４)
１‐２（1） 抵触日の通知

派遣先は、労働者派遣契約の
締結に当たり、あらかじめ、派
遣元事業主に対し、事業所単位
の期間制限に抵触する日を通知
しなければなりません。
（法26条第４項）
１【通知すべき情報】
派遣先事業所における抵触日

２【通知すべき時期】
労働者派遣契約の締結前に行

う必要があります。
３【通知方法】
書面、ＦＡＸまたは電子メー

ルなどで行う必要があります。

【ポイント】派遣契約の都度、締結前に情報提供が必要



２‐

２

１‐２（２）事業所単位の抵触日とは

Ｒ７年４月1日～

受
入
開
始

派遣元 Ａ社

派遣元 Ｂ社

派遣元 Ｃ社

Ｒ８年１月21日～

Ｒ９年７月１日～

※受入可能期間は「抵触日」
の前日までです。

(５)

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、
原則3年が限度です。派遣を受け入れる期間が法に抵触する日のこ
とを抵触日という。

当該派遣先において、初めて期間制限の対象
となる派遣労働者を受け入れた日

抵触日は全て
Ｒ10年４月1日

① 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
② 60歳以上の派遣労働者
③ 有期プロジェクト業務（事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了する

もの）
④ 日数限定業務（１ヵ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月１０日以下しか行われな

い業務）
⑤ 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

期間制限の対象外



１‐２ （３） 派遣受入期間の制限①

○派遣先の事業所の考え方は、雇用保険の適用事業所における判断と同様となります。出張所、支店
等で規模が小さく、その上部機関等の組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の
独立性のないものは、全体として一つの事業として取り扱ってください。≫

派遣先の「事業所単位」の期間制限とは

受
入
開
始

３年 ３年

３年後

【Bさん：有期】【Aさん：有期】

有期雇用
青森支店で派遣労
働者を受け入れで
きるのは原則３年

青森支店で3年を超えて
派遣労働者の受入れよう
とする場合は、「意見聴
取」の手続きが必要

過
半
数
労
働
組
合
等
へ
の
意
見
聴
取

青森支店

P９詳細説明

(６)

労働者
（Aさん：有期）

労働者
（Bさん：有期）



１‐２（４） 派遣受入期間の制限②
派遣労働者の「個人単位」の期間制限とは

【Aさん】

人事課

受
入
開
始

３年経過後

【Aさん：有期】

有期雇用

会計課

【Bさん：有期】

Ｂさんは人事課で働くこ
とが可能

○前提として、事業所単位の受入れ期間の範囲内となります。
○個人単位の受入れ期間は3年が上限なので、Ａさんは、人事課での受け入れはできなくなります。
○Ａさんは、別の組織単位（この場合、人事課以外）での受け入れは可能です。

「組織単位の定義」 （実態に即して判断）
●いわゆる「課」や「グループ」など
●業務としての類似性、関連性があり
●組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有する。

固定化防止

Ａさんは人事課で3年を超え
て働くことはできない

ただし、派遣先はＡさ
んを指名できない

青森支店 ３年

(７)

Ａさんは組織単位
が替われば同じ事
業所で働ける

Aさんは会計課で働く
ことでキャリアアップ

過
半
数
労
働
組
合
等
へ
の
意
見
聴
取

労働者
（Aさん：有期）

労働者
（Aさん：有期）

労働者
（Aさん：有期）

労働者
（Bさん：有期）



１‐２（５） 派遣受入期間の制限③
派遣受入期間の判断について

受
入
開
始

青
森
支
店

(８)

労働者派遣を受け入れていた派遣先が、新たに労働者派遣を受け入れる場合に、新たな労働者派遣
と直前に受け入れていた労働者派遣との間が3ヶ月を超えない場合は継続して受け入れているものと
みなす。

３ヶ月を超えない
ときは、労働者派
遣は継続するもの
とみなされる

派遣期間派遣期間
派遣終了と次の派
遣開始の間の期間

派遣先が、派遣可能期間の延長手続きを回避する目的で、当該労働者派遣の終了後3ヶ月が経過
した後に受入を再開するような行為は、法の趣旨に反するものとして指導の対象となる。

【有期雇用】 【有期雇用】

労働者
（Aさん）

労働者
（Aさん）



過半数労働組合等
（過半数労働組合がない
場合は過半数代表者）

派遣先

３年以内で

派遣受入可能期間を
延長

２年11か月 ３年 抵触日

①
意
見
聴
取

②
意
見
書

異
議
あ
り

・異議への
対応方針

・延長の理
由など

説
明

(９)

派遣元

③
抵
触
日
の

変
更
通
知

④労働者への周知及び保存

➀労働者派遣を受けようとする事業所その他派遣就業の場所、延長しようとする期間、受け入れた派遣労働者の数や正社員の数の推
移等の意見聴取の参考となる資料等を書面で通知

１‐２（６） 派遣受入期間の延長の流れ

➁過半数代表者は監督又は管理の地位にある者でないこと。選出目的を明らかにして民主的な手続きにより選出。

➂速やかに書面等により延長後の抵触日を通知。

➃意見聴取した組合の名称又は過半数代表者氏名、通知した事項及び通知した日、意見を聞いた日及び意見の内容（異議に対し説明
した日、内容）意見を聞いて延長しようとする期間を変更したときはその期間を周知及び3年間保存。など

★➀～④の主な留意事項



労
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者
派
遣
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書
の
作
成

(10)
１‐３
労働者派遣契約の締結

労働者派遣契約の当事者は、労働
者派遣契約の締結に当たり、定めら
れた事項を定めるとともに、その就
業条件の組合せごとに派遣労働者の
人数を定めなくてはなりません。
（法第26条第１項）
１【定められた事項】（※一部）
①派遣労働者が従事する業務の内容
②業務に伴う責任の程度
③派遣就業する事業所の名称及び所在地
その他派遣就業の場所並びに組織単位

④指揮命令者及び派遣元（先）責任者
⑤派遣期間及び派遣就業する日
⑥就業時間及び休憩時間
⑦苦情処理に関する事項
⑧派遣契約の中途解除措置
⑨時間外労働・就業日外労働
⑩派遣労働者を協定対象派遣労働者に
限定するか否かの別

⑪派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は
60歳以上の者に限定するか否かの別



(11)

派遣元事業主は、労働者派遣
をするときは、定められた事項
を派遣先に通知しなければなり
ません。
（法第35条）
１【定められた事項】
①派遣労働者の氏名及び性別
②協定対象労働者であるか否かの別
③派遣労働者が無期（又は有期）
雇用であるかの別

④派遣労働者が６０歳以上であるか
否か

⑤派遣労働者が４５歳以上である
場合はその旨

⑥派遣労働者が１８歳未満である
場合は年齢

⑦社会保険及び雇用保険の被保険者
資格取得届の提出の有無

２【通知方法】
書面、ＦＡＸまたは電子メールな

どで行う必要があります。

【ポイント２】
派遣先は、労働・社会保険に加

入する必要がある派遣労働者につ
いては、加入させてから派遣するよう
派遣元に求めてください。（手続き
準備中という通知の場合は、手続き
後の確認も願います）

【ポイント１】
労働・社会保険に加入
している派遣労働者につ
いては、派遣元事業主
から送付されてくる「被保
険者証等」で加入状況
を確認してください。

派遣元 派遣先

１‐４ 派遣先通知



(12)

派遣先は、派遣先管理台帳を作成し、
派遣労働者ごとに定められた事項を記
載しなければなりません。
（法第42条）
１【定められた事項】（※一部）
①派遣労働者の氏名
②派遣元事業主の氏名又は名称
③派遣元事業主の事業所の名称及び所在地
④協定対象派遣労働者か否かの別
⑤無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働
者かの別

⑥派遣就業をした日、派遣就業をした日ご
との始業し、及び終業した時刻並びに休
憩した時間

⑦派遣労働者が従事する業務に伴う責任の
程度

⑧派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
に関する事項 

⑨教育訓練を行った日時及び内容

１‐５
派遣先管理台帳の作成

【ポイント】
派遣先が作成する必要があります。



(13)
１‐６
就業状況の通知
（派遣元事業主への通知）

派遣先は、派遣元事業主に対し、
1か月ごとに1回以上、一定の期日
を決めて、派遣労働者ごとに、以
下の事項を通知しなければなりま
せん。
（法第42条第３項）
１【通知すべき事項】
①派遣労働者の氏名
②派遣就業をした日（実績）
③派遣就業した日ごとの始業及び
終業した時刻並びに休憩した時間

④従事した業務の種類
⑤従事した事業所の名称及び所在地
その他派遣就業した場所並びに組織
単位

⑥責任の程度

２【通知方法】
書面、ＦＡＸまたは電子メールなど

で行う必要があります。

派遣元派遣先



禁止業務 下記の『適用除外業務』や『適用除外業務以外の業務で制限されてい
る業務』に、派遣労働者を従事させてはなりません。 （法第４条）

(14)

①港湾運送業務 → 船内荷役作業や港湾倉庫への搬入、荷さばき作業など

②建設業務 → 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
破壊もしくは解体の作業又はこれらの準備作業

③警備業務 → 事務所、駐車場等の警備、車輌誘導、ボディーガード等

④その他 → 病院等における医療関係業務(※)、弁護士・税理士等

（※紹介予定派遣、へき地医療等の例外あり)

離職後1年以内の労働者の受入禁止
自社で直接雇用していた労働者（社員・アルバイトなど）を、離職後1年以内に派遣

元事業主を介して、派遣労働者として受け入れることはできません。
ただし、例外として、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外となっています。

派遣労働者の特定行為の禁止
派遣先は、労働者派遣に先立って面接をしたり、履歴書の提供を求めたり、若者に限

ること等を派遣会社に要望するなど派遣労働者を特定とすることを目的とする行為をし
てはなりません。 ＜※紹介予定派遣を除く。＞

２ 労働者派遣の禁止事項

（法第40条の９）

（法第26条第６項）



３ 派遣先責任者の選任

１ 派遣元との連絡調整
２ 派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び

記載事項の通知
３ 当該派遣労働者から申し出を受けた苦情の

処理に当たること
４ 派遣先における均衡待遇の確保に関する

こと
５ 当該指揮命令者その他関係者へ以下の周知
①当該派遣労働者に係る派遣契約の内容
②当該派遣労働者に係る派遣元からの
通知・・・など

職務の内容

(15)

派遣先責任者（製造以外）

１～100人 １人

101～200人 ２人

201～300人 ３人

301～400人 ４人

製造業務専門派遣先責任者

51～100人 １人（兼任可）

101～200人 ２人

201～300人 ３人

301～400人 ４人

派遣先は、派遣就業に関し、右
記に掲げる事項を行わせるために
「派遣先責任者」を選任しなけれ
ばなりません。（法第41条）

１【職務の内容】
右記のとおり

２【適切な専任】
「派遣先責任者」には、労働関

係法令に関する知識を有し、人
事・労務管理等について専門的な
知識・経験を有するものを選任す
るよう努めること。
３【専任の方法】
事業所その他派遣就業の場所ご

とに、専属の「派遣先責任者」と
して自己の雇用する労働者（役員
も可）から選任すること
４【専任の人数】
派遣労働者100人につき１人以

上であること。
※１～100人までを１単位として
１人を専任。製造業務の場合は、
専門の責任者が必要。

専任人数について



４ 派遣料金の交渉における配慮義務

派遣先は、派遣料金の額について、「派遣先均等・均衡方式」又は「労使
協定方式」による待遇改善が行われるよう配慮しなければならない。

（法第26条第11項）

配慮義務違反例

派遣元から要請があるにも
かかわらず、派遣先が派遣料
金の交渉に一切応じない場合

派遣元が「派遣先均等・均衡方
式」又は「労使協定方式」による待
遇改善のために必要な額を派遣先
に提示した上で派遣料金の交渉を
行ったのにもかかわらず、派遣料
金が当該額を下回る場合

このような場合は配慮を尽くしたとは解されず、指導の対象となり得る。

(16)



５ 派遣先による正社員等の募集情報の提供

正社員募集情報の提供

目的

規定内容

留意事項

派遣先による正社員への応募機
会の付与

同一の事業所に1年以上受け入れ
ている派遣労働者に対して、当該
事業所で正社員の募集を行うとき
は、募集情報を周知（義務）

○ 提供方法は、事業所への掲示に
加え、派遣元を通じても可

○ 派遣労働者に応募資格がない場
合は周知不要

直接雇用の依頼があった場合

目的

雇用安定措置として直接雇用の
依頼があった場合、できる限り直
接雇用が実現するよう派遣先に責
務を課す

派遣先の同一組織単位
に1年以上就業見込

その業務に労働者を雇い入れよ
うとするときは、その派遣労働者
を雇用（努力義務）

派遣先の同一組織単位
に就業見込が3年

その派遣先における労働者募集
情報を周知（義務）

≪法第40条の５第１項≫

≪法第40条
の５第２項≫

≪法第40条
の４≫

(17)

有期雇用派遣労働者
有期雇用派遣労働者

無期雇用派遣労働者



６ 労働契約申込み みなし制度

派遣先が、以下の違法派遣を受入れた場合、その時点で、派遣先から派遣元事業主

との労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約が申し込まれたものとみなさ

れ、派遣労働者が承諾をした時点で労働契約が成立します。

≪※派遣先が違法派遣と知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかった場合を除く。≫

※ ①【禁止業務】建設業務、港湾運送業務、警備業務など
②派遣の許可証などで確認（ホームページ：人材サービス総合サイトで閲覧可)
③事業所単位及び組織単位(個人単位)の抵触日以降の派遣受入は不可

④請負・業務委託などの名目で契約を締結するも、実態が労働者派遣の場合

≪法第40条の６≫

①労働者派遣の禁止業務
に従事させた場合

②無許可の事業主から労
働者派遣を受入れた場合

③期間制限を超えて派遣
労働者を受入れた場合

④いわゆる偽装請負の場合

違法派遣の類型

(18)



○労働者派遣事業、職業紹介事業等に関するご相談は、下記にお問い合わせください。

青森労働局 職業安定部 職業安定課 需給調整事業室
住 所 青森市新町２丁目４－２５ 青森合同庁舎 ７階
電 話 ０１７（７２１）２０００

◆人材サービス総合サイト http://www.jinzai-sougou.go.jp

労働者派遣事業、職業紹介事業の許可、届出事業所の情報をはじめ、制度の周知や
最新情報の提供を行っています。

(19)
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